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 昨今，授業の課題として課せられるレポートや論文を作成する際に，他人の文章

（書籍・論文・Webページ）をそのまま無断で借用したり，他の学生が作成した文章

をあたかも自分の文章であるかのごとくみせかける剽窃
ひょうせつ

（盗用）行為が目立つとの

指摘が多くの教員から寄せられています。 

 大学としては，このようなことは看過できませんので，学生諸君は，以下の点に

よく注意をしてレポートや論文を作成するようにしてください。 

 

(1) 剽窃（盗用）行為は社会的に許されない行為  

 剽窃行為は，他人の学問的業績を無断で借用することであり，学問のルールに反

するだけでなく，場合によっては他人の著作権を侵害する犯罪行為にもなる社会的

に許されない行為です。 

 

(2) 剽窃（盗用）行為とみなされる事例 

 次のような行為は，剽窃（盗用）とみなされます。また，これに類似した行為や

剽窃を助ける行為（レポート等のひな形を作成して他人に見せること等）も同様で

す。 

○活字媒体（書籍・雑誌・新聞等）や Webサイト等に掲載された他人の文章（無

署名であっても）や資料等を出典を示さずにそのまま使い，あるいは前後関係

や語句を若干変更した程度でレポート・論文を作成すること。 

○引用した部分を具体的に示さず，レポート・論文の最後に「○○参照」などと

簡単に触れるにとどめること。 

○他人が作成した文章をあたかも自分が作成したかのごとくみせかけて，あるい

は前後関係や語句を若干変更してレポート・論文を作成すること。 

 

(3) 剽窃（盗用）行為は処分の対象 

 定期試験に代えて実施されるレポートや論文の場合，剽窃あるいは剽窃を助ける

行為が明らかであれば，定期試験での不正行為（カンニング）と同様の処分（その

科目のみならず当該学期に履修している全ての科目の登録の取り消しや停学処分

等）の対象となることがあります。 

以 上 


